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は じ め に 

 

高齢者サービスの手引き「いきいきガイド」は、高齢者の方々が安心して暮らす

ことができるように、町や関係機関が行っているサービスの内容やご利用方法な

どをまとめたものです。制度やサービスを利用される上での一助となり、ご活用

いただければ幸いです。 
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●介護保険の対象だが、要

介護状態が軽く、生活機

能が改善する可能性の高

い方等 
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日常生活支援        
→13～35ページ 
 

※介護保険の介護サービス
（介護給付） 

●介護保険サービスによっ

て、生活機能の維持・改善

を図ることが適切な方等 

※介護保険サービス、介護予防サービスについては別途パンフレット等をご覧ください。 

●自立して生活をしており、

生きがい活動や健康づくり

の活動に参加したい方等 

●介護保険の対象にはなら

ないが、生活の一部につ

いて支援が必要な方等 

あなたにピッタリのサービスはどれでしょうか？ 

・元気な方 

・ほんの少しの支援を必要とする方 
・介護や支援を必要とする方 
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『地域包括支援センター』とは… 

高齢者のみなさんが、いつまでも住

み慣れた地域で過ごしていけるよう、

介護・福祉・保健・医療などのさまざま

な機関と連携し、総合的に支援するた

めに設けられた“高齢者のみなさんの

ための相談窓口”です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        － 高齢者の総合相談窓口 － 

あなたのまちの 「地域包括支援センター」 

・岩美すこやかセンターの中に 

あります。 

●介護、健康に関する相談な

ど、何でもご相談ください。 

●自宅を訪問したり、専門機

関と連携して対応します。 

何でもご相談ください！ 皆さんの権利を守ります！ 

●高齢者虐待の早期発見や防

止など、高齢者の権利を守

ります。 

●成年後見制度の紹介や手続

きの支援を行います。 

暮らしやすい地域づくりに 

取り組みます！ 

●医療機関、地域の団体と連

携し高齢者を支援します。 

●地域のケアマネジャーを支

援します。 

●介護予防のために健康づく

りを支援します。 

●要支援と認定された方の自

立の支援をします。 

自立した生活を支援します! 
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老人クラブ活動助成事業 
 

概 要 

高齢者の皆さんの生きがいにつなげお互いに支え

合い、また地域の絆を深めるため、ボランティア活動や

健康づくりを行う老人クラブの活動を支援し、その費

用を一部助成します。 

 

対象条件 

各単位老人クラブ（おおむね 60歳以上 

の会員で組織されていること。） 

 

対象活動 

友愛活動訪問、清掃奉仕、地域見守り、教育養成･ 

講座開催、健康づくり･介護予防活動 など 

 

クラブ数 

1５単位クラブ（各地区に１クラブ以上あり） 
 

助成金額 

一般基準 5,320円／月 
規模加算(会員数 100人以上の場合)1,520円／月 

 

問い合わせ先   健康福祉課 ℡７３－１３２２ 

積極的にご加入を!! 
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高齢者サークル活動助成事業 

概 要 

元気な高齢者が、介護や支援の必要な方と一緒に、

趣味等のいきがいづくりに取り組むサークル活動を支

援します。 
 

サークルの条件 

(1) 60歳以上の方５人以上で構成（代表者を中心 

とした自主運営をしている。） 

(2) 構成員に日常生活に不安や困難を感じている 

方を含む。 

(3) 年間を通じて継続的（おおむね週１回以上）に 

   活動している。 

   (4) 活動内容：囲碁、将棋、手芸、料理、グラウン 

      ドゴルフ、体操など介護や閉じこもりになること 

を防ぐような趣味活動をしている。 

(5) サークル名義の口座を持っていること。 

(6) 他の団体から助成を受けていない。 
 

支援内容 

１サークル、月額 2,000円を助成します。 
 

問い合わせ先  健康福祉課 ℡7３－１３２２ 
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認知症サポーター養成講座 
 

概 要 

   認知症について正しく理解し、認知症の人やその家
族を地域の中で温かく見守り、支援することのできる
認知症サポーターを養成します。また“誰もが自分らし

く、安心して暮らせる地域づくり”への積極的な参加を
目指して講座を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  

岩美町地域包括支援センター 

 

【認知症】は 
誰でもなりうる病気です 

 

【認知症の方は何もわからない】なんて

ことはありません。 

【認知症】の方は支えてくれる方がいれ

ば、住み慣れた地域で穏やかに暮らして

いけるのです。 

あなたも認知症サポーターに 

なって、安心して暮らせるまち 

づくりを支えていきませんか? 

認知症サポーター講座を

開催します。 

せひご相談ください。 
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生活サポーター養成講座 
 

概 要 

私たちの周りには、ゴミ出しや電球交換、買い物、見

守り、お話相手などちょっとした手助けがあれば安心

して暮らせる方がたくさんおられます。 

そんな「ちょっとした手助け」ができる生活サポータ

ーを養成します。“助け上手”“助けられ上手”な地域を

目指して、私たちにできる事を一緒に考えましょう！！ 

 

 

対象者 

・介護予防に関心のある方 

・サポーターとして地域での介護予防の普及啓発に

取り組んでみたい方 

・各種事業に参加協力いただける方 

 

お問い合わせ先   岩美町社会福祉協議会 

℡７２－２５００ 
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介護予防運動普及員活動推進事業 

 

概 要 

運動の普及活動を通し、運動の楽しさと重要性を地

域の人々に伝え、仲間とのふれあいや運動習慣を身に

付けていくことを支援するボランティアの養成・フォロ

ーアップを行います。 

 

対象者 

・普及員として地域での介護予防の普及啓発に取り

組んでみたい方 

 

 

実施会場 

岩美すこやかセンター 他 

 

 

 

問い合わせ先  岩美町地域包括支援センター 

℡７２－８４２０ 
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《参考》 

ふれあい福祉大会 
【概 要】 
  町民が一堂に会し、慶祝をうけるとともに、町民同士の 
ふれあいを深め、思いやりの心が育つことを願い、安心して 
暮らせるまちづくりを推進するため開催します。 
 

【対象者】  
  町民 
 
【大会内容】 

・功労者表彰 
・記念講演 
・同好会・ボランティアによる催し物 

 
【問い合わせ先】 
  岩美町社会福祉協議会 

金婚者等お祝い事業 
 

概 要 

金婚・ダイヤモンド婚・プラチナ婚夫婦にふれあい福

祉大会の席で祝詞と記念品を贈り、金婚・ダイヤモンド

婚・プラチナ婚を祝福します。 
 
対象者 

結婚 50年、６０年、７０年を迎える夫婦 

贈呈品 

・表彰状     

・記念品 

問い合わせ先 

健康福祉課 ℡７３－１３２２ 

単位老人クラブ 
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高齢者長寿祝金事業 
 

概 要 

長寿をお祝いし、人生の節目の年を迎えられた方と

100歳以上の方に祝い金又は記念品を贈呈します。 
 

対象者  

米寿【数え年 88歳】・白寿【数え年 99歳】・ 

数え 100歳以上の高齢者 
   

贈呈品  

・88歳 10,000円 

・99歳 50,000円 

・100歳以上 記念品 
 

問い合わせ先  

健康福祉課 

℡７３－１３２２ 
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敬老会開催事業 
 

概 要 

長寿を祝うことを目的として、それぞれの地区にお

いて開催される敬老会に対し、主催する自治会にその

経費の一部を助成します。 
 

助成金額 

75歳（数え年）以上の方 1人につき 1,000円 

敬老会事業出席者 １人につき 2,600円を加算 

敬老会事業欠席者 １人につき 1,100円を加算 
 

問い合わせ先  

健康福祉課 

℡７３－１３２２ 

  積極的にご参加ください 
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いわみセンスアップ大学 
 

概 要 

高齢者がいきいきと社会活動を行うための学習の 

場です。 
 

対象者 

おおむね 60歳以上の方 
 

回 数 

・5～1１月 

・全体学習会 7回 

 
 

問い合わせ先 

岩美町中央公民館 

   ℡７２－０５１０ 
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岩美町人材活用事業 
概 要 

仕事や趣味、豊富な人生経験を通じて蓄積された知

識や技能をお持ちの方を指導者（講師）として登録して

いただきます。登録後に希望する対象者に指導者（講

師）として派遣し、社会教育活動を行っていただきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 

指導者(講師)派遣を希望する団体：学校、保育所、婦
人・青少年・成人団体、老人クラブ、同好会、地区公民館
など 5人以上で構成する団体やグループ等 
指導者(講師)として登録していただける方：さまざ 

まな知識や技能をお持ちの方。年齢・性別・自薦・他薦 
は問いません。 

 

回数・利用料等 

・1団体利用回数 年 4回（上限） 
・無料（ただし、指導者には町から 1 回 2,000 円が
支払われます。） 

 

問い合わせ先 

岩美町中央公民館 ℡７２－０５１０ 

さまざまな知識や 
技能をお持ちの方 

指導者（講師） 
派遣希望団体等 

中央公民館 

①講師 
依頼 

②派遣依頼 
④講師料 

登録 

③派遣 
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シルバー人材センター 
 

概 要 

高齢者の社会参加の促進、生きがいの充実を目的と
して、豊かな経験や能力を活かす仕事をしていただく
ことにより、高齢者の就業機会の増大と能力を活かし

た地域づくりに貢献します。 
 

シルバー人材センターのしくみ 
 

 

 

 

 
 

主な仕事・利用料等 

・簡単な大工等営繕修理、庭木の剪定、襖・障子の 
張替え、荷物の移動・荷造り、自宅の掃除、買い物、 

老人の話し相手 、生活支援等 
・仕事内容に応じて費用の負担（利用料）が異なり 
ます。 

 

問い合わせ先   

岩美町シルバー人材センター事務局 

℡７２－２５１１ 

 

シ
ル
バ
ー 

人
材
セ
ン
タ
ー 

 

発注者 
 

仕事を出す方 

 
会 員 

 
おおむね 60 歳

以上の方 

センター
へ登録 

仕事の受
注・遂行 
 

分配金の
支払 

仕事の発
注・支払 ②  ①  

③  ④  
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緊急通報システム設置 
 

概 要 

ひとり暮らし高齢者等が、持病の悪化・事故等の緊急

時に迅速に対応できる緊急通報システムを設置します。 

 

対象者 

慢性疾患などにより日常生活において常時注意を要

し、次のいずれかに該当する方。 

(1) 65歳以上または重度身体障害者でひとり暮らしの方 
(2) ２人世帯で寝たきり、または寝たきりに準ずる方
と同居する 65歳以上または重度身体障害者の方 

 

回数・利用料等 

・設置費用は、生計中心者の所得税額により負担が必要 

・保守点検、出動費用無料 

 

問い合わせ先  健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者ふれあい食事サービス 

               

 
 

２４時間体制で必ず 
２５分以内に駆けつける 

                                        

     

 

 

確認必要の場合 

 

 

 
 

非常用ボタン、火災警報器より通報。受信センターが自宅へ電話確認。 

 

 

 

 

 

２ 緊急出動指示 

 

協

力

員 

緊急出動指示と並行し連絡 

 

 

 

利用者 

受
信
セ
ン
タ
ー 

３ 緊急出動 

１ 通報 
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高齢者ふれあい食事サービス 

 

概 要 

ひとり暮らし高齢者等の身近なふれあいを大切に 

することを目的に、各地区ボランティアが民生委員・児

童委員と連携して手作り弁当を宅配します。 
 

対象者 

おおむね 70歳以上のひとり暮らしの高齢者など 
 

回数・利用料等 

・月 2回 

・1食 200円  
 

問い合わせ先 

岩美町社会福祉協議会 ℡７２－２５００ 

民生委員・児童委員 
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あんしんふれあいコール 

 

概 要 

ひとり暮らし高齢者宅等に定期的に電話をし、安否 

確認及び必要に応じ各種相談に応じます。 
 

対象者 

70歳以上のひとり暮らしの高齢者など 
 

回数・利用料等 

・対象者の希望により回数設定 

・無料 
 

問い合わせ先 

岩美町社会福祉協議会 

℡７２－２５００ 
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愛の輪推進事業 
 

概 要 

愛の輪協力員が、在宅のひとり暮らしの高齢者世帯

へ声かけや安否確認を行い民生委員・児童委員と連携

を密にし、高齢者の方が地域で安心して暮らせるよう

支援します。 

民生委員・児童委員が複数の方を受け持つのに対し、

愛の輪協力員は基本的に 1 人の対象者を見守る身近

な存在です。 
 

対象者 

おおむね 70 歳以上のひとり暮らしの高齢者など

(希望者のみ) 
 

回数・利用料等 

随時 

無料 
 

問い合わせ先 

岩美町社会福祉協議会 ℡７２－２５００ 
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手押車・杖購入費助成 
 

概 要 

歩行補助用具「手押車」・[杖」を必要とし、身近に 

整えたい方に購入費の助成を行い、屋外活動の支援 

を行います。 
 

対象者 

70歳以上で過去 10年以内に当助成を受けておら

れない方 

助成内容 

・手押車 購入費の 2/3 

・杖    購入費の 2/3 

 ※器種は指定された製品のみとなります。 

 ※年度により助成金額が変わります。 

※年度により異なるが、大体毎年 6 月中に締切  

ります。 
 

問い合わせ先 

岩美町社会福祉協議会 

℡７２－２５００ 
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岩美町高齢者ファミリー・ 

サポート・システム（生活援助型） 

概 要 

高齢者や障がいのある方が自宅で安心して暮らして
いけるように掃除・洗濯・話し相手等の簡単な家事の援
助を行います。手助けをしたい方と手助けがほしい方

が会員となり、安心して地域で生活ができる環境を作
ることをお手伝いします。 

 

対象者 

依頼会員-町内に居住し、福祉的な援助を必要とす
る高齢者等とその家族 

協力会員-どなたでも会員になることができます。 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

支援内容・利用料等 

・外出の付添・掃除・洗濯・買物・話し相手・草取り等 
・午前 9時から午後 5時（祝日・年末年始を除く） 
・1時間 500円及び協力会員交通費 

 
 

問い合わせ先   
 

 岩美町社会福祉協議会 ℡７２－２５００ 
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救急キット 
 

概 要 

ひとり暮らし高齢者の方などの救急および緊急時に

迅速な支援が行えるよう、「緊急連絡先」や「かかりつけ

医」「服薬」などの情報を専用容器に入れ、自宅の冷蔵

庫に保管することで、万一の場合に備えます。 
 

  

(1) 70歳以上のひとり暮らしの高齢者 

(2) 70歳以上の高齢者世帯 

 

【救急キットに 

入れるもの】 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  岩美町社会福祉協議会 ℡７２－２５００ 

 

 

対象者 
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高齢者等 SOSネットワーク 
 

概 要 

認知症等の高齢者が行方不明になられた場合、早期

に発見し、保護するため、警察署、役場及び交通機関等

と連携して捜索発見活動を行います。 

行方不明になられたらまずは警察へ通報を。 

 

流れ図 
  

 

 

          

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先   健康福祉課 ℡７３－１３２２ 

行方不明者家族 警察署℡110 
岩美町役場 

（総務課、健康福祉課） 

℡73-1411 

発見・保護の連絡 

捜索・発見 

岩美町高齢者等 SOSネットワーク協力機関 

 

JR・タクシー会社・バス会社・農協・漁協・ 

郵便局・消防団・自治会・民生児童委員・ 

介護サービス事業所 

 

情報配信 

警察署 

通報 
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認知症高齢者等見守り登録事業 
 

概 要 

認知症などにより行方不明となるおそれのある高齢

者等の情報を事前に登録していただき、情報を町と鳥

取警察署とで保管することで、行方不明となった際の

早期発見と保護時の身元確認等に活用します。また、

服のタグに貼り付けるシールの配布を行います。 
 

対象者 

４0 歳以上で、認知症等により行方不明となるおそ

れのある人 
 

利用方法 

本人又は家族の方が岩美町地域包括支援センター

にお申し込みください。 

【申請時に必要なもの】 

・対象者の写真（顔写真と全身写真１枚ずつ） 

・申請者の本人確認ができるもの 
 

問い合わせ先   岩美町地域包括支援センター 

℡７２－８４２０ 
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GPS機器導入費の助成 
 

概 要 

認知症などにより行方不明になるおそれのある方を

在宅において介護している方に対し、GPS 機器を購

入・レンタルした際に、支払った初期費用の一部を助成

します。 
 

対象者 

認知症高齢者等を在宅で介護しており、見守り登録

事業に登録している方 

助成額 

GPS 機器の導入にかかった実支出額（本体、充電器、

専用シューズ、加入手数料等）の２分の１ 

  （上限２万円、１人１回まで） 

   ※介護保険によるレンタル等は対象外 

利用方法 

地域包括支援センターにご相談ください。 

 

問い合わせ先   岩美町地域包括支援センター 

℡７２－８４２０ 
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認知症初期集中支援チーム 
 

概 要 

認知症が疑われる方、または認知症の方の自宅を、

保健師や社会福祉士等で構成されたチーム員が訪問し

ます。医療機関への受診や介護サービス利用の支援、

家族の介護軽減のための支援を、認知症サポート医の

助言のもと行います。 
 

対象者 

４0 歳以上で在宅生活をされている、認知症が疑わ

れる方または認知症の方で以下に該当する方 

・医療や介護のサービスを受けていない方、または

中断している方 

・医療や介護のサービスを受けているが、認知症の症

状が強く対応に困っている方 
 

利用方法 

地域包括支援センターにご連絡ください。 
 

問い合わせ先   岩美町地域包括支援センター 

℡７２－８４２０ 
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アルツハイマー病治療薬の助成 
 

概 要 

アルツハイマー病治療薬の投薬治療や初期検査を行

っている方に対して、支払った医療費の一部を助成し

ます。 

（初期検査を受けてからアルツハイマー病治療薬の投

与治療を開始する日までに、申請が必要です。） 
 

対象者 

アルツハイマー病治療薬（レカネマブ等）の投薬治療

や初期検査を希望される方 
 

助成額 

投薬・検査を受けた各月ごとに助成基準で算出した

額の合計額 

（上限４０万円、１人１回まで） 
 

問い合わせ先    

健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
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高齢者運転免許自主返納支援事業 

概 要 

運転免許自主返納者に対する支援を実施し、交通事

故防止を図ります。加齢による身体機能の低下などの理

由から、運転免許を返納される方へ、路線バスの回数券

交付、もしくはタクシーチケットの交付を行います。 

対象者 

(1) 町内在住の 70歳以上の方 

(2) 運転免許証を自主返納した日、もしくは運転免

許証が失効した日から 1年以内に支援の交付申

請をする方 

回数・利用料等   

交付額１０，０００円相当（１人につき１回限定） 
・タクシー利用券 500円券を 20枚 
・日交バス回数券の場合 170円券 11枚を 6冊 
・町営バス回数券の場合 100円券 11枚を 10冊 
※有効期限はタクシー利用券のみ発行日より１年間。 
日交・町営バス回数券は有効期限なし。 

利用方法 
 

自主返納または運転免許証が失効したことがわかる

書類をご持参のうえ、岩美町役場総務課にお申し込み

ください。 

問い合わせ先   総務課 ℡７３－１411 
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移送サービス 
 

概 要 

自家用車や公共の交通機関の利用が困難な方を対象

に日常生活を営む上で必要な移動の送迎を行います。 

対象者 

(3) 要介護３から要介護５の方 

(4) 下肢または体幹機能障害 2 級以上の障がい者

の方 

(5) 住民税世帯非課税で、かつ次のいずれかに該当

する方 

①介護保険で要支援～要介護 2と認定された方 

②下肢または体幹機能に障がいがあって①と同

程度の方 

(6) 田河内・相谷・向山・唐川・大坂・鳥越に住む 65

歳以上の方 

利用範囲 

町内  

回数・利用料等 

・年 100回 (※申請月により利用回数制限あり) 

・1回 500円 
 

問い合わせ先   健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
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重度障がい者タクシー利用助成 

概 要 

自家用車等のない世帯で、公共交通機関の利用が困難な重度障

がい者を対象に、岩美町内の医療機関にない診療科への通院にか

かるタクシー費用の一部を助成します。 

対象者 

１．自家用車を所持していない市町村民税非課税世帯で、下記の 

いずれかに該当する世帯員。介助者の同乗は認めます。 

（１） 下肢または体幹機能障がい２級以上の方で、岩美町高齢者 

移送サービスに利用登録がされており、公共交通機関の利用が 

困難であると認められる方 

(2) 療育手帳Aの所持者で公共交通機関の利用が困難であると 

認められる方 

(3)その他町長が特に必要と認める方（例：パニック障害） 

２．下記のいずれかに該当する場合は対象外です。 

（１） 施設入所者 

(2) 「生計同一証明」による自動車税減免に係る障がい者 

(3) 生活保護受給者 

利用範囲 

自宅から岩美町内にない診療科までのタクシー利用（往路のみ） 

※岩美町内に営業所があるタクシー事業所に限ります。 

助成額 

タクシー利用料の９０％を助成します。（上限額 6,000円）。日付 

入りのタクシーと医療機関の領収書を提出していただき、後日お 

支払いします。 

 利用回数  
 

同一年度に１２回（中途で申請された方は、残りの月数） 

問い合わせ先    健康福祉課 ℡７３－１３３３ 
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日常生活用具の購入費助成 
 

概 要 

ひとり暮らしの高齢者に対して、自動消火器、電磁 

調理器の購入費の一部を助成し、日常生活での火災を 

予防します。 

給付用具の内容種類  性  能 

電磁 

調理器  

電磁による調理器で、火を使

わずに使用することができ

ます。 

自動  

消火器 

室内温度の異常上昇又は炎

の接触で自動的に消火液を

噴出し、初期火災を消火する

ことができます。 
 

対象者 

火の管理に不安のあるおおむね 65歳以上の方で、 

ひとり暮らし、または寝たきり高齢者等と同居のふた 

り暮らしの住民税世帯非課税の方 
 

助成限度額 

・電磁調理器 1台 20,000円 

・自動消火器 1台 30,000円 

問い合わせ先   健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
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家族介護用品支給 
 

概 要 

寝たきり等の高齢者を在宅で介護している家族に対 

し、介護用品（紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋、 

清拭剤、ドライシャンプーなど）を支給します。 
 

対象者 

次のいずれにも該当する方 

(1) 住民税世帯非課税 

(2) 要介護 4･5の高齢者を在宅で介護している家族 
 

助成限度額 

年間 1人あたり 75,000円 
 

問い合わせ先 

健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
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高齢者補聴器助成 

概 要 

聴力機能の低下によって日常生活に不便が生じている

高齢者を対象に、補聴器の購入費の一部を助成します。 

対象者 

町内に住所を有する65歳以上の方で以下の全てに該

当する方 

(1)聴覚障がいによる身体障がい者手帳の交付を受 

     けていない方 

（2）耳鼻咽喉科を専門とする医師により、両耳の聴

力レベルが４０デジベル以上７０デジベル未満と診

断された者又は、聴力レベルが７０デジベル以上

かつ聴覚障害６級の要件を満たさない者及び医

師による証明によって補聴器の使用の必要性を

認められた者 

助成限度額 

補聴器本体の購入にかかる費用のうち、 

上限 40,000円（片耳、両耳問わず） 

問い合わせ先 

健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
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住宅改良助成事業 
 

概 要 

日常生活において介助を必要とする高齢者等の住 

宅改修費の一部を助成します。（助成は 1回限り、工 

事着工前に助成金交付決定を受ける必要があります。） 
 

対象者 

 （1） 要支援・要介護認定を受けており、住民税世帯非 

課税の方（※住民税世帯非課税でない場合であっ 

ても、他の助成制度:上限 180,000円を利用でき 

る場合があります） 

（2） 身体障害者手帳 1,2級をお持ちの方、または 3 

級をお持ちの方で下肢･体幹機能障害等の認定を 

受けている方 

（3）療育手帳 Aをお持ちの方 
 

助成限度額  

工事費用の  ２/３ 

(1)の対象者は 533,000円、 

(2)(3)の対象者は 666,000円を上限とする。 
 

問い合わせ先  健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
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高齢者世帯等雪下ろし・除雪助成 
 

概 要 

住宅の屋根の雪下ろしや、玄関から生活道路までの

除雪などを自力で行うことが困難な高齢者世帯等に

雪下ろし等に必要な経費の一部を助成します。 
 

対象者 

町内に住居があり、住民税非課税世帯で下記

(1)(2)いずれかに該当する者のみで構成される世帯 

(1) 次のア～エに該当する方のみで構成される世帯 

ア)65歳以上の方 

イ)身体障害者手帳 1･2級をお持ちの方 

ウ)療育手帳をお持ちの方 

エ)精神障害者保健福祉手帳 1･2級をお持ちの方 

(2) 母子世帯 など 
 

助成額 

・一回につき上限２０，０００円 

・年度内２回まで 

問い合わせ先   健康福祉課 ℡７３－１３３３ 

http://pixta.jp/illustration/1870061
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防犯対策支援事業 
 

概 要 

自宅の防犯対策を強化するため、防犯対策費用の一

部を補助します。 

対象者 

   岩美町内で６０歳以上の方がお住まいの世帯 

補助上限額 

１世帯あたり 15,000円  ※１回限り 

補助率     

10/10 

 補助内容 

下記の防犯機器の購入費用 

・カメラ付きドアホン（録画機能を有するもの） 

・防犯カメラ（屋外用かつ録画機能を有し、夜間撮影  

できるもの） 

・センサーライト（屋外用、感知式）  

・防犯機能付き電話機（事前予告、通話録音、ナンバ

ーディスプレイ機能付き） 

※申請は、購入後 20日以内に行うこと 

問い合わせ先   総務課 73－1411 
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介護者家族交流会 

（井戸端会議・認知症座談会） 
 

概 要 

介護をしているという同じ境遇同士の方がお互いの

気持ちを分かち合う、ピアカウンセリングを中心に、個

別相談・介護学習・交流活動など参加される皆さんの

希望に応じて実施します。 
 

実施会場 

岩美すこやかセンター 
 

開催日 

毎月 1回 第 1水曜日（祝日の場合は第 2水曜日） 

午後 1時 30分～３時 
 

問い合わせ先 

岩美町地域包括支援センター ℡７２－８４２０ 
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介護相談員派遣事業 

概 要 

介護サービスを提供する事業所を訪問し利用者と事
業所の橋渡しとなって、利用者や家族の疑問や不満、
心配事などを聴いて、事業所に対してサービスの向上

を促すために介護相談員を派遣します。 
 
 ○こんな相談を受けています。 

 ●実際の相談内容や相談員の気付き  ●事業所の説明・対応 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

介護相談員を受け入れている事業所 

あいの手、アサンテ幸風、岩井あすなろ、岩美病院、グルー

プホーム松風の郷東浜・松風の郷（浦富）、たんぽぽの家、と

もいきの浜浦富、ながたんの里、わかばの家大岩（50音順） 
 

問い合わせ先   健康福祉課 ℡７３－１３２２ 

食事の後でも、談話できるソファ

ーがほしい（施設利用の方） 

デイルームのソファーにテーブルを設置

し、窓も設けて明るい雰囲気にしました。 

楽しい会話がほしい。皆で語り合

いながら楽しい人生を送りたい

（グループホーム利用の方） 

「ゆっくり、一緒に、楽しく」を理念にサー

ビスをすることを日々職員と話し合ってい

ます。これからも努力します。 

ご本人の好みを確認し、様子を見ながら代

わりの料理の提供をお勧めします。 

歩行が不安定な方には、その都度、靴を勧め

ます。足に合う靴がないという方、靴を履く

習慣がないという方は、職員が見守りをし

ていきます。 

入れ歯なので、フライや天ぷらは

表面の衣しか食べない。油料理は

ほしくない。（施設入所の方） 

デイサービスに何人かつっかけ

で来ている方がいる。ご本人の自

由かもしれないが安全第一なの

で、靴を履くように指導してほし

い。（介護相談員） 
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もの忘れ相談 
 

概 要 

認知症に関する理解を深めるとともに、もの忘れの 

始まりに早期に気づき、早期相談・早期治療のきっか 

けとします。 
 

対象者 

・最近もの忘れが気になる方 

・家族にもの忘れの症状があり、心配している方 
 

定例相談 

場所：岩美すこやかセンター 

日時：毎月 1回 第 3水曜日  

午前 9時 30分～11時 
 

巡回相談 

場所：町集団健診の各会場 

日時：町集団健診日 午前 9時～10時 30分 

 

問い合わせ先 

岩美町地域包括支援センター ℡７２－８４２０ 
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ほのぼの教室 

（認知症予防教室） 

概 要 

認知症や閉じこもりを予防するための簡単な計算や

音読、軽い運動などを行います。 
 

対象者 

65歳以上で、要介護・要支援認定者を除く 

(1) 介護予防基本チェックリストの基準に該当 

した方 

(2) 認知症予防に関心のある方 
 

実施会場 

岩美すこやかセンター 
 

回数・利用料等 

・月 2回 6ヶ月（計 12回） 

・無料 

・送迎あり（希望者） 

※１２回のうち２回は、もりもり教室と合同開催します 

※6ヶ月間の教室終了後、認知症予防の取り組みを継続したい方には、44

頁の「あったかハートサロン」をご案内しています。 

 

問い合わせ先  岩美町地域包括支援センター 

℡７２－８４２０ 
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足腰げんき教室 
 

概 要 

運動機能の低下・閉じこもりの傾向が認められる高

齢者を対象に、運動指導などを行います。 
 

対象者 

65歳以上で、軽い運動に参加できる比較的元気 

な方 

(1)介護予防基本チェックリストの基準に該当 

した方 

(2)運動機能の低下や閉じこもりの傾向が認めら 

れる方 
 

実施会場 

岩美すこやかセンター 
 

回数・利用料等 

・週 1回、3ヶ月（計 12回） 

・送迎あり（希望者） 

・月 800円  

※3 ヶ月間の教室終了後、運動を継続したい方には、40 頁の「にこにこ体

操サークル」をご案内しています。 
 

問い合わせ先   岩美町地域包括支援センター 

℡７２－８４２０ 
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おうちで元気アップレッスン 
 

概 要 

様々な理由で閉じこもり状態にある高齢者を対象に、

指導員が自宅に訪問し、運動指導などを行います。 

 

対象者 

(1)介護予防基本チェックリストの基準に該当 

した方 

(2)運動機能の低下や閉じこもりの傾向が認めら 

れる方 

(３)地理的事情から通いの場に行けない方、抵抗が 

ある方 

   

実施会場 

岩美すこやかセンター 

 

回数・利用料等 

・週 1回、3ヶ月（計 1０回） 

・一回あたり２00円    

※3 ヶ月間の教室終了後、運動を継続したい方には、40 頁の「にこにこ体

操サークル」をご案内しています。 

 

問い合わせ先   岩美町地域包括支援センター 

℡７２－８４２０ 
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にこにこ体操サークル 
 

概 要 

運動機能の低下や閉じこもりの傾向が認められる高

齢者や元気に生活しておられる高齢者を対象に、運動

指導や介護予防体操を行います。 

（原則自主活動として実施） 
 

対象者 

(1) 足腰げんき教室修了後、仲間で運動を継続した 

い方 

(2) 65 歳以上で、軽い運動に参加できる比較的元

気な方 
 

実施会場 

・岩美すこやかセンター 

・ゆかむり温泉 

・大岩交流センター 

・文化センター 

・なごみの館 
 

回数・利用料等 

・週 1回 

・1回 500円 

 

問い合わせ先   岩美町地域包括支援センター 

℡７２－８４２０ 

※希望者に送迎支援あり 
（岩美すこやかセンター・大岩交流センタ

ー・文化センター会場のみ） 
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介護予防体操「玉手箱体操」 
 

概 要 

玉手箱体操とは、いつまでも生き生きと笑顔で暮ら

せるようにと作られた、岩美町独自の介護予防体操で

す。全 5種類の体操で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先    岩美町地域包括支援センター 

℡７２－８４２０ 

 

・岩美町チャンネルで毎日放送中！ 

（9時 30分・15時 30分） 

・CD、DVDの無料貸し出し実施中！ 

・体操普及員の派遣活動実施中！ 

 じ 
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もりもり教室 

（介護予防栄養改善教室） 
 

概 要 

自身の食生活を振り返り、低栄養やメタボリック解

消をはかる教室です。実際に簡単な食事を調理します。 
  

対象者 

65 歳以上で食生活を見直し、栄養改善に取り組み

たい方 
 

実施会場 

・岩美すこやかセンター  
 

回数・利用料等 

・年 1回 

午前 10時～正午 

・無料 
 

問い合わせ先   岩美町地域包括支援センター 

℡７２－８４２０ 
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介護予防教室・健康相談 
 

概 要 

高齢者を対象に、介護予防のための健康教室・相談

を実施します。老人クラブやサロンなどの団体からの

依頼で公民館などに出向き、随時実施します。 
 

対象者 

おおむね 65歳以上の方 
 

内容・利用料等 

・手軽にできる転倒・骨折予防のための運動 

・栄養バランスの取れた食事の紹介 

・日常生活で気を付けること 

・健康相談・・・等 

※ご希望に応じて講師を派遣します。派遣費用は無料です。 

 

問い合わせ先 

岩美町地域包括支援センター ℡７２－８４２０ 

岩美町社会福祉協議会 ℡７２－２５００ 
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あったかハートサロン 
 

概 要 

高齢者の閉じこもり・認知症予防、介護予防のため

のレクリエレーション、創作活動等を行います。 
 

対象者 

(1) 要支援の認定を受けている方  

(2) 「基本チェックリスト」を受け、総合事業の事業

対象者と判定された方  

実施会場 

・岩美町社会福祉協議会 
 

回数・利用料等 

・月 2回 （第１・３木曜 午前・午後コース） 

（第２・４木曜 午前・午後コース） 

・１回 200円 

・送迎支援あり 
 

問い合わせ先 

岩美町社会福祉協議会 ℡７２－２５００ 

岩美町地域包括支援センター ℡７２－８４２０ 
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ふれあい・いきいきサロン 
 

概 要 

“無理なく仲間と楽しい時間を過ごすこと”を目
的に、歩いて集まることのできるくらいの地域で、
近くの集会所などを利用して活動しています。 

お話をしたり、ゲームをしたり、体操をしたりと
様々な活動を行い、高齢者の方が、寝たきりや認
知症になる要因の一つである“閉じこもり”を防止

します。   
 

対象者 

おおむね 65歳以上の方 
 

回数・利用料等 

各「ふれあいいきいきサロン」により、実施回数・ 

利用料が異なります。 
 

問い合わせ先 

岩美町社会福祉協議会 ℡７２－２５００ 

岩美町地域包括支援センター ℡７２－８４２０ 

民生委員・児童委員 

 

 

 

http://www.shakyo.or.jp/hp/upload_doc/hpa1319_4ce4d9843633a.jpg
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かきつばたウォーキング教室 
 

概 要 

腕の振り方や姿勢など、少しのことを意識しながら

歩くだけで大きな効果が得られるのがウォーキングで

す。みんなで楽しく健康づくりをしましょう。 

 

対象者 

町民の方、どなたでも 
 

回数・利用料等 

・月 1回（第３火曜日；晴天時のみ） 

・無料   
 

問い合わせ先 

健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
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リズムエクササイズ 
 

概 要 

日々の運動不足の解消、定期的に体を動かしたい方

を対象に、しっかり運動をする教室です。 
 

対象者 

町民の方、どなたでも 

 

会 場  

岩美すこやかセンター 

 

回数・利用料等 

・毎週木曜日（祝日はお休み）  

・１回 ５００円 
 

問い合わせ先 

健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
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特定健診・後期高齢者健診 
 

概 要 

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病の予防・早期

発見のため、必要な検査や指導を行います。 

各地区集団健診・医療機関で実施します。 
 

対象者 

・40歳以上の方（特定健診） 

・後期高齢者医療制度に加入している方 

（後期高齢者健診） 

※ただし、介護保険等の施設などに入所している方  

は対象外となります。 
 

回数・費用等 

・年１回 

・加入医療保険により健診費用が異なります。 
 

問い合わせ先 

住民生活課（国民健康保険・後期高齢者医療保険の方） 

健康福祉課（医療保険未加入の方） 

ご加入の医療保険者（社会保険の方）                       



４．健康づくり 

49 

 

 

がん検診・歯科検診等 
 

種類 対象者 
（年齢基準日 R8.3.31） 

自己負担金 
内容 

医療機関検診 集団検診 

胃がん検診 40歳以上 2,000円 無料 

集団検診は胃 X 線(バリ

ウム)検査 

医療機関検診は胃内視

鏡(カメラ)検査 

肺がん 

結核検診 

肺がん：40 歳以上 

結核：65 歳以上 
無料 無料 

胸部 X線 または 

胸部 X 線検査と喀痰検

査(必要な人のみ) 

大腸がん検診 40歳以上 無料 無料 
便の潜血反応検査 

(2日法) 

子宮がん検診 
20歳以上の 

女性 
無料 無料 子宮頚部の細胞診検査 

乳がん検診 

40歳以上の 

偶数年齢の 

女性 

無料 無料 
マンモグラフィ(X 線)検

査のみ 

骨粗鬆症検診 

40・45・50・ 

55・60・65・ 

70歳の女性 

－ 無料 
踵(かかと)骨超音波法

測定法 

肝炎ウイルス検査 

40歳以上で今

まで町が実施す

る肝炎ウイルス検

査(人間ドック含

む)を受診したこ

とがない方 

－ 無料 
B型及びC型肝炎ウイル

ス検査(採血) 

歯周疾患検診 

20・25・30・

35・40・45・ 

50・55・60・ 

65・70歳 

無料 
鳥取県東部歯科医師会所属の各歯科医

院に予約をして受診してください。 

緑内障検診 50歳以上 
１,000円 

(岩美病院のみ) 

岩美病院に予約し受診してください。 

検診実施：9，10，11，12月の水・金曜日 

 

問い合わせ先 

健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
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大人の予防接種 
 

【定期予防接種】 

 予防接種法で定められている予防接種で、対象となる方に接種券を

配布します。鳥取県東部の医療機関で実施しています。 

種類 対象者 回数 自己負担金 備考 

高齢者肺炎球菌 

ワクチン 
65歳 1回 

世帯課税 

2,000円 

世帯非課税 

無料 

 

※60 歳～65 歳未満

の方で、心臓、腎臓、呼

吸器、免疫の機能に、

日常生活が極度に制限

される程度の障害があ

る方は対象。 

季節性 

インフルエンザ 

ワクチン 

65歳以上 
年 1回 

(11月～1月) 

世帯課税 

1,000円 

世帯非課税 

無料 

※60 歳～65 歳未満

の方で、心臓、腎臓、呼

吸器、免疫の機能に、

日常生活が極度に制限

される程度の障害があ

る方は対象。 

新型コロナ 

ワクチン 
65歳以上 

年 1回 
(11月～1月) 

個別案内をご確認

ください。 

※60 歳～65 歳未満

の方で、心臓、腎臓、呼

吸器、免疫の機能に、

日常生活が極度に制限

される程度の障害があ

る方は対象。 

帯状 

疱疹 

ワク

チン 

生 

ワクチン 65・70・

75・80・

85・90・

95・100歳

以上 

1回 

世帯課税 

2，000円 

世帯非課税 

500円 

※60 歳～65 歳未

満の方でヒト免疫不

全ウイルスにより免

疫の機能に日常生活

がほとんど不可能な

程度の障害がある方

は対象。 

不活化 

ワクチン 
2回 

1回あたり 

世帯課税 

6，000円 

世帯非課税 

2，000円  

問い合わせ先 

健康福祉課 ℡７３－１３２２ 
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民生委員・児童委員
  

民生委員・児童委員は、地域の身近な相談役です。生活上の心配ごと

の相談や、福祉サービスを利用するためのお手伝いなど、同じ地域の一

員として相談に応じ、関係機関と手を取り合い、さまざまな形で支援活

動を行っています。 

民生委員・児童委員には、守秘義務があり、みなさまから受けた相談

内容が外に漏れることはありません。あなたの地域の民生委員・児童委

員は下記のとおりです。お気軽にご相談ください。 

【民生委員・児童委員名簿】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏  名 担当地区  氏  名 担当地区 

東 

永田 耕一 田河内、陸上西７～１０区 

本庄 

木村 正弘 本庄、太田 

中島 美代子 陸上東１～６区 井本 公弘 河崎、新井、日の出町 

鈴木 栄治 小羽尾、大羽尾 上田 修平 高山、広岡、恩志、坂上 

浦富 

北尾 安範 牧谷、相谷、砂浜 田畑 洋子 二恩志、高山団地 

田中 典子 駅前１０、１１区 

小田 

山本 由子 岩常 

堀 享子 駅前１～５区 岸本 彰 高住、長郷、荒金、唐川 

山本 恭治 駅前６～９区 中村 鈴子 院内、黒谷、池谷 

永尾 新二 東境町、旭町、上横町、京橋町 西垣 義博 延興寺、外邑、小田、大坂 

寺西 祐子 西境町、立町、中新町、町営住宅浦富団地 

岩井 

西川 美弥子 岩井１～４組 

河本 克幸 上町、中町、下町、大清水町 蓬萊 準子 岩井４～１２組 

谷口 康紀 殿町、岡の町、東元宮町、東海岸２区 土橋 利幸 岩井５、１３組、真名 

武井 里智子 西町１区、川戸町、西元宮町 小谷 敏 宇治 

竹中 喜代恵 西海岸町、西町２区、東海岸１区 澤田 和恵 長谷 

田後 

山本 達雄 田後１～３区 木村 勝久 白地 

木村 範子 田後４～７区 

蒲生 

山本 順子 相山、馬場、蒲生 

山根 世里子 田後８～１０区 寺垣 裕 法正寺、塩谷、神堀 

網代 

濵部 康子 網代１～３区、１６区 寺垣 伸一郎 洗井、蕪島、鳥越 

山口 知愛喜 網代５～９区 山本 八重子 山の神、銀山、横尾 

中村 孝雄 網代１０～１３区 

 

中原 徳美 全地区 

大岩 

古川 良二 岩本１区 日下部 菜穂子 全地区 

稲葉 扶美子 岩本２、３区 永美 春美 全地区 

松井 みどり 岩本４、５、６区 

澤 明利 大谷１区 

岸 克茂 大谷２区 

澤 幸和 大谷３区、新港 

日出嶋 香代子 大谷３区、リバーサイド 

中島 真治 大谷４、５区 

   

主
任
児
童
委
員 

令和 7年 4月 1日現在 

任期：令和4年12月1日～令和7年11月30日 
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・岩美町地域包括支援センター ℡ ７２－８４２０ 

（夜間・休日は ℡  ７３－１４１１） 

・岩美町健康福祉課       ℡ ７３－１３２２ 

７３－１３３３ 

・岩美町住民生活課   ℡ ７３－１４１５ 

・岩美町子ども未来課   ℡ ７３－１４２４ 

・岩美町中央公民館       ℡ ７２－０５１０ 

・岩美町社会福祉協議会  ℡ ７２－２５００ 

・岩美町シルバー人材センター ℡ ７２－２５１１ 

 


